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●概要
　本取組では、海洋教育を実施と理論構築の両面において展開するため、東京大学海洋ア
ライアンス海洋教育促進研究センターと緊密な連携を取りながら、普遍的な教育体系構築
を目指します。そのためにお茶の水女子大学の２学部（理学部・文教育学部）、２センター
（サイエンス＆エデュケーションセンター、湾岸生物教育研究センター）に所属する教員
が集まり、お茶の水女子大学海洋教育推進委員会を設置し、小学校、中学校、高等学校に
おいて、沿岸部だけでなく、海がない自治体等内陸部でも海洋教育が実践できるように、
総合型カリキュラムを作成して実施します。具体的には、東京都北区、渋谷区、千葉県館
山市の３自治体でそれぞれ海洋教育モデル校を設置し、千葉県沿岸地域の教育資源を活用
するなどしながら、これらモデル校における海洋教育の実施および海洋教育カリキュラム
の構築を行います。特に、東京都北区の小学校２校と中学校１校は、平成27年度４月から
文部科学省より教育課程特例校として指定され、同時に北区教育委員会から海洋教育研究
指定校の委嘱を受け、「海育科」・「海科」を設置して海洋教育に取り組んでいます。理科
だけでなく社会科、総合的な学習の時間等の授業にも海洋教育を取り入れ、海洋教育の浸
透を目指します。

●主な構成員　担当内容
最上　善広　　　大学院人間文化創成科学研究科長・理学部・教授
理学部教員を代表して海洋教育の構築推進

千葉　和義　　　副学長・サイエンス＆エデュケーションセンター長・教授
都道府県教育委員会や各自治体教育委員会、モデル選定校との連絡・調整

清本　正人　　　湾岸生物教育研究センター長・准教授
湾岸生物教育研究センターにおける中・高校教員の海洋教育研修と中・高校生に対する海
洋教育実施。「海からの贈り物」送付

吉村　和也　　　サイエンス＆エデュケーションセンター・特任准教授
東京都内および全国各地の小・中学校教員に対する海洋教育研修実施。教育委員会および
モデル選定校との連絡・調整。海洋教育教材、カリキュラムの開発と実施、および効果検証
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大類　穗子　　　湾岸生物教育研究センター・特任講師
湾岸生物教育研究センターにおける海洋教育カリキュラム開発と実施。「海からの贈り物」
など教材配布対象中学校・高校への連絡・調整業務

里　浩彰　　　　サイエンス＆エデュケーションセンター・特任講師
東京都内および全国各地の小・中学校教員に対する海洋教育研修実施。教育委員会および
モデル選定校との連絡・調整。海洋教育教材、カリキュラムの開発と実施、および効果検証

渡辺　友美　　　サイエンス＆エデュケーションセンター・プロジェクトリサーチアシスタント
東京都内および全国各地の小・中学校教員に対する海洋教育研修実施。教育委員会および
モデル選定校との連絡・調整。海洋教育教材、カリキュラムの開発と実施、および効果検証

冨士原　紀絵　　文教育学部人間社会科学科・准教授
文教育学部を代表して海洋教育の構築推進。次期学習指導要領に「海洋教育」の文言と内
容を記載するための海洋教育カリキュラムの策定。海洋教育の方法についての教育学の立
場からの指導

○取組の内容
　我が国は四方を海に囲まれており、国土面積は世界61位であるのに、排他的経済水域は、
世界６位の規模を持っています。さらに、総人口の約５割が沿岸部に居住し、動物性タン
パク質の約４割を水産物から摂取し、輸出入貨物の99％を海上輸送に依存しています（参
考文献１）。
　このように海に強く依存し、また大きな資源を海から得ている我が国は、平成７年の法
改正で、海の恩恵に感謝するとともに、海洋国家日本の繁栄を願うために「海の日」を国
民の祝日としました。さらに、平成19年に成立した海洋基本法第13条でも、

「国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第２条に
規定する海の日において、国民の間に広く海洋についての理解と関心を深めるような
行事が実施されるよう努めなければならない。」

として、海の日の行事について定めています。確かに祝日は、国民に「海」に対する意識
を年に１度呼び起こすことには役立つでしょう。しかし、意識する、しないに関わらず、
海は日々の国民生活にとって不可欠な存在となっており、そのために同法28条には、

「国は、国民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育及び
社会教育における海洋に関する教育の推進、海洋法に関する国際連合条約その他の国
際約束並びに海洋の持続可能な開発及び利用を実現するための国際的な取組に関する
普及啓発、海洋に関するレクリエーションの普及等のために必要な措置を講ずるもの
とする。」



iii

と、国民に対する海洋教育等の実施の必要性を述べています。これに対して、国は、「子
ども海洋基本計画」（参考文献２）や、平成21年３月までの学習指導要領の見直しにおい
て、例えば中学校理科では「大気の動きと海洋の影響」について学習するなど、海洋に関
する指導内容の充実に動き出しました。同時に、文部科学省が示した学習指導要領解説に
おいては、小学校・中学校ともに具体的な海に関する記述が多くみられるようになりまし
た。このことは、新学習指導要領（平成29年３月公示）にも引き継がれています。平成23
年３月11日には、東日本大震災の巨大津波によって、多くの人々の命が失われ、原子力発
電所の事故が引き起こされました。このように、多くを与え、しかし奪うこともある海を
正しく理解し、利用し、またその脅威から身を守る教育を始めることが、今ほど求められ
ていることは、かつてなかったでしょう。そのためには海洋教育をきっちり定義づけ、学
習指導要領に組み込み、それを実現するための教員研修を実施し、実際の教育現場で児童
生徒に教育しなければなりません。
　これまでに詳細に検討されてきた海洋教育としては、「21世紀の海洋教育に関するグラ
ンドデザイン（小学校編）～海洋教育に関するカリキュラムと単元計画～」（平成21年、
海洋政策研究財団：参考文献１）が挙げられます。すなわち、同書には、海洋教育の定義
として、

「人類は、海洋から多大なる恩恵を受けるとともに、海洋環境に少なからぬ影響を与
えており、海洋と人類の共生は国民的な重要課題である。海洋教育は、海洋と人間の
関係についての国民の理解を深めるとともに、海洋環境の保全を図りつつ国際的な理
解に立った平和的かつ持続可能な海洋の開発と利用を可能にする知識、技能、思考力、
判断力、表現力を有する人材の育成を目指すものである。この目的を達成するために、
海洋教育は海に親しみ、海を知り、海を守り、海を利用する学習を推進する。」

を提唱しています。さらに、その実現のために、海洋教育について、１）教育内容の明確
化、２）学習環境の整備、３）外部支援体制の充実、４）人材の養成、５）研究の推進、
の必要性について提言しています。海洋教育と学習指導要領の関連も詳細に検討されてお
り、海洋教育が教育現場において実施されるかどうかが今後の問題となっています。
　海洋教育という新たなコンセプトを、日本全域に浸透させ、実施させるためには、１）
沿岸地域だけでなく、海から離れた地域においても実施できる“説得力のある”コンテン
ツ開発とそれを用いた教員研修の実施と海洋教育を地域で推進できる「海洋教育研修リー
ダー」の育成、２）研修内容を教育現場で実践するためのカリキュラム開発、さらには、
３）教材・教具を教育現場に送り込み海洋教育の魅力を実感させる教育支援システムの構
築が必要です。本取組では、これらの３つの新しい領域に対して、東京大学海洋教育促進
研究センターと緊密な連携を取りながら、学習指導要領に海を入れるという共通の目標に
向かって、平成24年度より事業を実施しました。本来、海洋教育は、自然科学と人文社会
の両分野にまたがる内容を含んでいることから、本取組においては、文理融合の総合型と
して実施しました。
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　東京都北区、渋谷区および千葉県館山市の３自治体を海洋教育モデル実践地域として選
定し、それぞれ、以下に示す小学校、中学校あるいは高等学校を海洋教育モデル校として
指定しました。特に2015年度から、東京都北区の東十条小学校、滝野川小学校、王子桜中
学校は文部科学省から教育課程特例校として指定され、同時に北区教育委員会から海洋教
育研究指定校の委嘱を受け、海育科を設置して海洋教育に取り組んでいます。これらの学
校での海洋教育のカリキュラム構築、実践を支援しました。海洋教育に必要な海洋資源は
お茶の水女子大学が提供しました。また、海洋教育コンテンツはお茶の水女子大学で、ま
たはお茶の水女子大学とモデル校で共同して開発しました。

1-1　東京都北区における実施

　東京都北区では、東十条小学校、滝野川小学校および王子桜中学校の３校を海洋教育モ
デル実践校として指定しました。これら３校は2015年４月から、文部科学省から指定され
た教育課程特例校として、また北区教育委員会から委嘱された海洋教育研究指定校として
「海育科」を設置して、海洋教育を推進しています。さらに、東京都北区が、今後５年間
に重点的に取り組むべき学校教育の施策を示した「北区教育ビジョン2015」においても、
「海育科（海洋教育）の推進」が明確に示され、自治体をあげての取り組みが始まりました。
　次頁以降に、北区教育委員会からの委嘱状および、北区教育ビジョン2015において海洋
教育が掲載されている該当部分の抜粋を掲載します。

海洋教育モデル校における
海洋教育の実践・支援

学校種 自治体名 学校名
１ 小学校 東京都北区 東十条小学校
２ 小学校 東京都北区 滝野川小学校
３ 中学校 東京都北区 王子桜中学校
４ 小学校 東京都渋谷区 猿楽小学校
５ 中学校 東京都渋谷区 鉢山中学校
６ 小学校 千葉県館山市 西岬小学校
７ 中学校 千葉県館山市 第二中学校
８ 高等学校 千葉県 安房高等学校

学校種 校数
小学校 ４

中学校 ３

高等学校 １
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❶教育課程特例校としての取り組み

　東京都北区教育委員会および東十条小学校、滝野川小学校、王子桜中学校の管理職と協
議を重ね、以下の取り組み内容で「海育科」・「海科」を設置しました。概略を以下に示し
ます。

■教育課程の基準の特例の内容について
①　東十条小学校
・第４・５・６学年において新教科「海育科」を新設しました。
・ 第４学年では「海育科」に、「総合的な学習の時間」の一部の時間を充てます。また、
第５・６学年では「海育科」に「理科」の一部の時間、「社会」の一部の時間、および「総
合的な学習の時間」の一部の時間を充てます。

②　滝野川小学校
・第４・５・６学年において新教科「海科」を新設しました。
・ 「海科」を設置する全学年で、「海科」に「理科」の一部の時間、「社会」の一部の時間、
および「総合的な学習の時間」の一部の時間を充てます。

③　王子桜中学校
・第１・２学年において新教科「海育科」を新設しました。
・ 第１学年では「海育科」に「理科」の一部の時間、「社会」の一部の時間、および「総
合的な学習の時間」の一部の時間を充てます。また、第２学年では「海育科」に「理科」
の一部の時間、および「社会」の一部の時間を充てます。

■教育基本法及び学校教育法における教育の目標に関する規定との関係
　「海育科」・「海科」の趣旨は、①海に対する親しみ、理解、関心を深める、②私たちの
生活が、歴史文化、科学技術の両面で海と深く関わっていることを理解する、③海洋環境
とその保全について理解する、④持続的に海を利用し海と共に生きることが、社会の永続
的発展に不可欠であることを理解する、以上の４つです。
　新設教科「海育科」・「海科」は、「海との出会い」「海の科学」「海の保全」「海の利用」
の４分野で構成します。

　「海との出会い」は、海の豊かな自然や海に関わりのある地域社会の中での様々な体験
活動を通して海との出会いを体験し、海に対する豊かな感受性や海に対する関心等を培
い、海の自然に親しみ、海に進んで関わろうとする児童・生徒の育成に取り組みます。「海
の科学」は、海の自然や資源、人との深い関わりについて関心を持ち、科学的な態度を持っ
て進んで調べようとする児童・生徒の育成に取り組みます。ここでいう科学的な態度とは、
自然科学、社会科学および人文科学を含めた論理的および客観的に事象を捉えようとする
態度のことです。「海の保全」は、海の環境について調べる活動やその保全活動などの体
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験を通して、海の環境保全に主体的に関わろうとする児童・生徒の育成を図ります。「海
の利用」は、水産物や資源、船舶を用いた人や物の輸送、また海を通した世界の人々との
結びつきについて理解し、それらを持続的に利用することの大切さを理解できる児童・生
徒の育成を目指します。
　これらの取組は、教育基本法第二条に掲げられる「幅広い知識と教養の習得」「豊かな
情操と道徳心の涵養」「生命・自然の尊重」「環境の保全に寄与する態度」「伝統と文化の
尊重」「我が国と郷土を愛するとともに他国を尊重する態度」等の教育目的を踏まえてい
ます。また、海から離れた地域における海洋教育の実現は、教育基本法第三条に掲げられ
る「あらゆる場所において学習することができる社会の実現」を図るという理念を踏まえ
るものです。

■学習指導要領に定める内容事項が特別の教育課程において適切に取り扱われていること
　新設教科「海育科」・「海科」では、「理科」および「社会」の学習内容の一部を「海育科」
の４分野（「海との出会い」、「海の科学」、「海の保全」、「海の利用」）に関連させて再構成
し、海について体系的に学びます。また、これら４分野全てにおいて、「総合的な学習の
時間」のねらいに合わせた主体的、創造的、協同的な活動を実施し、深く学びます。これ
らの取組みにより、「海育科」・「海科」では、学習指導要領に定められた「理科」「社会」
「総合的な学習の時間」の目標を逸脱することなく、特色ある教育課程を編成します。

■「海洋教育評価検討委員会」の設置および小中学校間の連携について
　本取組における海洋教育の実践成果を評価するため、学校教育関係者とお茶の水女子大
学サイエンス＆エデュケーションセンターの教員から成る「海洋教育評価検討委員会」を
設置します。義務教育９カ年の中期（小５～中１の３年間）を中心に小中学校間の連携を
強化するため、担当教員は「海洋教育評価検討委員会」を通して情報交換を図ります。今
年度は１月16日に実施しました。

次ページに３校の教育課程表を掲載します。
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❷北区立東十条小学校の取り組み
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【年間指導計画】
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東十条小学校教員に向けた海洋教育講習
（平成29年５月11日　14時30分～15時30分）

　東十条小学校は海洋教育の教育課程特例校（文部科学省より指定）として、また北区に
おける海洋教育研究指定校（北区教育委員会より委嘱）として、平成27年度より本格的に
海洋教育を進めてきました。学校全教員に対して、改めて海洋教育の意義、東十条小学校
に期待されていることを講演したうえで、具体的な実施方策について討論を行いました。
さらに、新・学習指導要領の改訂の中で、海洋教育に関連する部分を取り上げて、今後の
海洋教育の進め方についても解説しました。
　上述の教育課程特例校、北区研究指定校としての取り組みに加え、東十条小学校の今年
度の校内研究のテーマを「課題を解決するために必要な思考力の育成　～海洋教育を中心
に～」として、海洋教育が校内研究のテーマとしても据えられました。そのため、教育課
程特例校や北区研究指定校の枠を超えて、理科、社会科、総合的な学習の時間のみならず
全教科・領域で海洋教育を試みるものと位置づけています。講習では、１～３年生の担任
教員や、音楽、図画工作、家庭科などの担当教員から、これまでの経験をもとに今年度の
進め方の提案や質問がありました。年度末に開催される海洋教育研究発表会に向けて、全
校を挙げて海洋教育を進める準備が昨年度にも増して進みました。
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【講演スライドの一部】
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海育科授業実践
第４学年の実践内容
■岩井移動教室での実施（平成29年11月16日）
概要
　千葉県南房総市にある北区立岩井学園で行われた「岩井移動教室」において、ちりめん
じゃこを用いて海洋プランクトンを学ぶ「プランクトンをさがせ！」を実施しました。４
年生67名に対して、お茶の水女子大学・湾岸生物教育研究センターの講師が、約１時間「海
に親しむ」、「海を知る」プログラムを提供しました。

内容
　名前は聞いたことはあるけれど、どんな生き物なのかよくわからない「プランクトン」
を正しく理解し、その海での役割と重要性、どのような種類がいるのかを学べるようにし
ました。体の大きさは関係なく、どんな生活をしているかで区別されること、海洋生物中
で最も量が多く、食べる食べられるの関係となる食物連鎖で重要な役割があることなどを
説明しました。そして実際のプランクトンを見るために、ちりめんじゃこの中に混ざって
いるプランクトンを観察しました。
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　また、ちりめんじゃこの中に特別に千葉の館山名物の「ウミホタル」をブレンドし、ウ
ミホタルや特定のプランクトンを探し出すゲームを行いました。児童らには探し出したプ
ランクトンの中で自分のお気に入りを決めてもらい、後日それをキーホルダーに加工して
お土産としました。
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■社会科・海育科研究授業（平成29年10月24日　２時限目）

　社会科をベースとして構築した４年生の海育科の授業実践がなされました。
　次頁に学習指導案を掲載します。
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第５学年での実施内容
■社会科・海育科研究授業（平成29年10月26日　３時限目）

　社会科をベースとして構築した５年生の海育科の授業実践がなされました。授業後に開
催された協議会では、お茶の水女子大学のスタッフが講評を行いました。
　次頁に学習指導案を掲載します（著作権法の関係で、一部未掲載です）。
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